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   第 １ 章  総  則   
 
（ 目 的 ）  
第 １ 条  こ の 要 綱 は 、火 災 の 原 因 及 び 損 害 の 調 査 に 関 す る 規 程（ 平

成 ４ 年 消 防 長 訓 令 第 ２ 号 。以 下「 規 程 」と い う 。）に 基 づ き 、火

災 の 原 因 調 査（ 以 下「 調 査 」と い う 。）を 行 う た め に 必 要 な 事 項

を 定 め る こ と を 目 的 と す る 。  
 
（ 調 査 の 対 象 ）  
第 ２ 条  規 程 第 ２ 条 に 定 め る 原 因 調 査 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 又 は 内

容 を 究 明 す る た め に 行 う 。  
 ( 1 )  出 火 箇 所  
 ( 2 )  出 火 原 因 （ 発 火 源 、 経 過 及 び 着 火 物 ）  
 ( 3 )  延 焼 経 路 （ 火 災 の 延 焼 経 路 及 び 延 焼 拡 大 の 素 因 ）  
 ( 4 )  避 難 の 状 況 （ 火 災 現 場 に お け る 避 難 者 及 び 要 救 助 者 の 行 動 、

避 難 経 路 並 び に 救 助 状 況 等 ）  
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 ( 5 )  消 防 用 設 備 等 の 活 用 及 び 作 動 状 況  
 ( 6 )  そ の 他（ 出 火 原 因 を 明 ら か に す る た め 必 要 な 事 項 及 び 消 防 行

政 上 必 要 な 事 項 ）  
 
（ 調 査 の 責 任 区 分 ）  
第 ３ 条  市 域 境 界 線 上 に 位 置 す る 消 防 対 象 物 に 対 す る 調 査 の 事 務

は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  
 ( 1 )  大 阪 国 際 空 港 の 区 域 内 に お け る 消 防 執 行 務 及 び 区 域 に つ い

て 申 し 合 わ せ （ 昭 和 ３ ４ 年 ５ 月 ９ 日 ）  
 ( 2 )  市 域 境 界 線 上 に 位 置 す る 消 防 対 象 物 の 取 扱 い に 関 す る 協 定

（ 昭 和 ５ ３ 年 １ ２ 月 ２ ０ 日 大 阪 市 と 締 結 ）  
 ( 3 )  市 域 境 界 線 上 に 位 置 す る 消 防 対 象 物 の 取 扱 い に 関 す る 協 定

（ 昭 和 ５ ９ 年 ６ 月 １ 日 池 田 市 と 締 結 ）  
 
   第 ２ 章  調 査 の 実 行  
 
    第 １ 節  初 期 調 査  
 
（ 出 火 出 場 時 の 見 分 及 び 質 問 ）   
第 ４ 条  規 程 第 ４ 条 に 規 定 す る 調 査 員 （ 以 下 「 調 査 員 」 と い う 。）

は 、 調 査 上 必 要 な 火 災 の 状 況 及 び そ の 推 移 等 を 詳 細 に 見 分 し 、

写 真 撮 影 を 行 う と と も に 、 規 程 第 １ ２ 条 に 規 定 す る 関 係 の あ る

者（ 以 下「 関 係 の あ る 者 」と い う 。）に 対 し て 質 問 し 、資 料 の 入

手 又 は 情 報 の 収 集 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  
２  調 査 員 は 、 調 査 活 動 中 に お い て 警 防 活 動 上 重 要 な 情 報 を 入 手

し た と き は 、直 ち に 現 場 最 高 指 揮 者 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。 
 
（ 現 場 の 保 存 ）  
第 ５ 条  消 防 長 は 、 鎮 火 後 の 実 況 見 分 を 行 う た め 、 火 災 現 場 の 保

存 に つ い て 必 要 が あ る と き は 、 所 轄 警 察 署 と 協 議 の う え 、 現 場

保 存 区 域 を 設 定 し て 現 場 の 保 存 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  
２  前 項 の 区 域 の 設 定 は 、 必 要 最 小 限 の 範 囲 及 び 期 間 と し な け れ

ば な ら な い 。  
 
（ 原 状 保 存 の 措 置 ）  
第 ６ 条  調 査 員 は 、 調 査 上 特 に 重 要 な 建 物 又 は 物 件 （ 建 物 以 外 の
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物 を い う 。以 下 同 じ 。）で 、変 質 、変 形 若 し く は 滅 失 の お そ れ の

あ る も の に つ い て は 、 写 真 撮 影 を し て お く と と も に 、 こ れ を 被

覆 す る な ど 適 当 な 方 法 を 講 じ 、 原 状 保 存 に 努 め な け れ ば な ら な

い 。  
 
    第 ２ 節  鎮 火 後 の 調 査  
 
（ 実 況 見 分 の 原 則 ）   
第 ７ 条  調 査 員 は 、鎮 火 後 に お け る 調 査 に あ た っ て は 、消 防 法（ 昭

和 ２ ３ 年 法 律 第 １ ８ ６ 号 。以 下「 法 」と い う 。）第 ３ ４ 条 第 ２ 項

の 規 定 を 遵 守 す る と と も に 、 火 災 現 場 の 状 況 を 綿 密 詳 細 に 見 分

し て 、 資 料 の 入 手 に 努 め な け れ ば な ら な い 。  
 
（ 実 況 見 分 の 指 揮 ）  
第 ８ 条  実 況 見 分 は 、消 防 長 が 命 ず る 実 況 見 分 の 指 揮 者 の も と に 、

組 織 的 か つ 系 統 的 に 行 わ な け れ ば な ら な い 。  
２  前 項 の 指 揮 者 は 、 実 況 見 分 及 び そ の 後 の 事 務 処 理 が 円 滑 に 行

え る よ う 実 況 見 分 の 主 担 者 を 定 め 、 見 分 を 進 め さ せ な け れ ば な

ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 指 揮 者 は 実 況 見 分 の 主 担 者 を 兼 ね

る こ と が で き る 。  
 
（ 実 況 見 分 の 立 会 人 ）  
第 ９ 条  実 況 見 分 は 、 関 係 者 （ 法 第 ２ 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 関 係 者

を い う 。以 下 同 じ 。）又 は 関 係 者 の 承 諾 を 得 て 定 め た 立 会 人（ 以

下「 立 会 人 」と い う 。）の 立 会 い の も と に 行 う 。た だ し 、や む を

得 な い 理 由 に よ り 立 会 人 を 定 め ら れ な い と き は 、 他 の 法 令 に 抵

触 し な い 限 り に お い て こ れ を 行 う こ と が で き る 。  
 
（ 火 災 前 の 状 況 把 握 ）  
第 １ ０ 条  調 査 員 は 、 火 災 に よ り 焼 き し た 建 物 又 は 物 件 の 構 造 、

様 式 、 材 質 及 び 存 置 し て い た 場 所 等 に つ い て 、 立 会 人 か ら 説 明

を 求 め て 出 火 前 の 状 況 を 復 元 す る よ う に 努 め な け れ ば な ら な い 。 
 
（ 作 図 及 び 写 真 の 撮 影 ）  
第 １ １ 条  調 査 員 は 、 見 分 内 容 を 明 確 に す る た め 必 要 な 図 面 を 作

成 す る と と も に 、 写 真 撮 影 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  
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    第 ３ 節  資 料 の 提 出 、 保 全 及 び 報 告 命 令  
 
（ 資 料 の 提 出 命 令 ）  
第 １ ２ 条  消 防 長 は 、 規 程 第 ２ ０ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 関 係 者 に

対 し て 資 料 の 提 出 を 命 じ る 場 合 は 、資 料 提 出 命 令 書（原要第１号

様式）に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い 。  
 
（ 提 出 書 ）  
第 １ ３ 条  規 程 第 ２ ０ 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ

た 資 料（ 以 下「 資 料 」と い う 。）は 、当 該 資 料 の 所 有 権 放 棄 の 有

無 を 明 ら か に す る た め 、 資 料 提 出 書 （ 原 要 第 ２ 号 様 式 ） に そ の

旨 を 記 入 の う え 提 出 さ せ る も の と す る 。  
 
（ 受 領 書 及 び 保 管 書 ）  
第 １ ４ 条  資 料 の 提 出 者 が 当 該 資 料 の 所 有 権 を 放 棄 し た 場 合 は 、

提 出 資 料 受 領 書 （ 原 要 第 ３ 号 様 式 ） を 交 付 し 、 提 出 者 が 当 該 資

料 の 所 有 権 を 放 棄 し な い 場 合 は 、 提 出 資 料 保 管 書 （ 原 要 第 ４ 号

様 式 ） を 交 付 し な け れ ば な ら な い 。  
 
（ 資 料 の 整 理 保 管 ）  
第 １ ５ 条  資 料 は 、 保 管 品 台 帳 （ 原 要 第 ５ 号 様 式 ） に 記 載 し て 整

理 す る と と も に 、 資 料 保 管 票 （ 原 要 第 ６ 号 様 式 ） を 当 該 資 料 に

添 付 し 保 管 し な け れ ば な ら な い 。  
 
（ 資 料 の 保 全 及 び 還 付 ）  
第 １ ６ 条  資 料 の 保 管 に あ た っ て は 、 当 該 資 料 の 証 拠 価 値 を き 損

し な い よ う 細 心 の 注 意 を 払 い 、慎 重 に 保 全 し な け れ ば な ら な い 。

た だ し 、 保 管 す る こ と に よ り そ の 性 状 を 失 い 又 は 変 質 す る も の

に あ っ て は 、 こ れ を 防 ぐ た め の 適 当 な 方 法 を 講 じ て 保 全 し な け

れ ば な ら な い 。  
２  所 有 権 を 放 棄 し な い 資 料 に つ い て は 、 当 該 火 災 の 原 因 が 決 定

す れ ば 、 す み や か に こ れ を 提 出 者 に 還 付 し な け れ ば な ら な い 。

た だ し 、 消 防 行 政 上 特 に 重 要 な 資 料 又 は 係 争 中 の 資 料 若 し く は

将 来 係 争 が 予 測 さ れ る 資 料 に つ い て は 、 必 要 が な く な る ま で の

期 間 保 存 し な け れ ば な ら な い 。  
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（ 資 料 の 送 付 ）  
第 １ ７ 条  整 理 保 管 し た 資 料 の う ち 、 所 轄 警 察 署 そ の 他 の 捜 査 機

関 か ら 捜 査 の た め 引 渡 し の 請 求 が あ っ た 資 料 は 、資 料 送 付 書（ 原

要 第 ７ 号 様 式 ） に よ り こ れ を 送 付 す る こ と が で き る 。 た だ し 、

所 有 権 を 放 棄 し な い 資 料 に つ い て は 、 提 出 者 の 承 諾 を 得 な け れ

ば な ら な い 。  
 
（ 資 料 採 取 状 況 の 記 録 ）  
第 １ ８ 条  資 料 は 、 当 該 資 料 の 発 見 さ れ た 状 況 、 そ の 位 置 そ の 他

の 事 項 に つ い て 実 況 見 分 調 書 に 詳 細 に 記 載 す る と と も に 、 必 要

に 応 じ て そ の 状 況 を 写 真 撮 影 し 記 録 し て お か な け れ ば な ら な い 。 
 
（ 報 告 命 令 ）  
第 １ ９ 条  消 防 長 は 、 規 程 第 ２ ０ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 関 係 者 に

対 し て 報 告 を 命 じ る 場 合 は 、 報 告 命 令 書 （ 原 要 第 ８ 号 様 式 ） に

よ り 行 わ な け れ ば な ら な い 。  
２  消 防 長 は 、 関 係 者 か ら 報 告 が あ っ た 場 合 は 、 報 告 受 領 書 （ 原

要 第 ９ 号 様 式 ） を 交 付 し な け れ ば な ら な い 。  
 
    第 ４ 節  鑑 定 等  
 
（ 鑑 定 の 依 頼 ）  
第 ２ ０ 条  規 程 第 ２ １ 条 の 規 定 に よ り 資 料 の 鑑 定 及 び 理 化 学 試 験

（ 以 下「 鑑 定 等 」と い う 。）を 依 頼 す る と き は 、鑑 定（ 理 化 学 試

験 ）依 頼 書（ 原 要 第 １ ０ 号 様 式 ）に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い 。  
 
（ 鑑 定 等 の 承 諾 ）  
第 ２ １ 条  所 有 権 を 放 棄 し な い 資 料 の 鑑 定 等 を 依 頼 す る と き は 、

提 出 資 料 処 分 承 諾 書 （ 原 要 第 １ １ 号 様 式 ） に よ り 、 資 料 処 分 の

承 諾 を 得 て こ れ を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  
 
（ 関 係 事 項 の 照 会 ）  
第 ２ ２ 条  規 程 第 ２ １ 条 の 規 定 に よ り 照 会 を す る と き は 、 火 災 原

因 （ 損 害 ） 調 査 関 係 事 項 照 会 書 （ 原 要 第 １ ２ 号 様 式 ） に よ り 行

わ な け れ ば な ら な い 。  
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    第 ５ 節  質  問  
 
（ 質 問 の 原 則 ）  
第 ２ ３ 条  調 査 員 は 、 質 問 を 行 う に あ た っ て は 強 制 手 段 を 避 け 、

そ の 場 所 及 び 時 間 等 を 考 慮 し て 、 関 係 の あ る 者 か ら 任 意 の 供 述

を 得 る よ う に 心 が け な け れ ば な ら な い 。  
２  調 査 員 は 、 質 問 を 行 う に あ た っ て は 、 自 己 が 期 待 し 又 は 希 望

す る 供 述 を 関 係 の あ る 者 に 暗 示 す る 等 、 み だ り に そ の 供 述 を 誘

導 し て は な ら な い 。  
３  供 述 内 容 が 伝 聞 に わ た る 場 合 は 、 そ の 事 実 を 直 接 経 験 し た 者

に 質 問 し て 供 述 を 得 る よ う に し な け れ ば な ら な い 。  
４  関 係 の あ る 者 を 呼 び 出 し て 質 問 す る 場 合 は 、 次 に 定 め る と こ

ろ に よ り 行 わ な け れ ば な ら な い 。  
 ( 1 )   調 査 の た め 特 に 必 要 と 認 め た と き 。  
 ( 2 ) 任 意 で あ る こ と 。  
 ( 3 )   夜 間 の 呼 び 出 し は 努 め て 避 け る こ と 。  
 
   第 ３ 章  調 査 書 類 の 作 成  
 
    第 １ 節  書 類 作 成 の 基 本  
 
（ 原  則 ）  
第 ２ ４ 条  調 査 書 類 の 作 成 に あ た っ て は 、 そ の 事 実 を あ り の ま ま

明 瞭 に 表 現 し 、 必 要 以 上 の 誇 張 又 は 冗 長 に わ た る こ と を 避 け 、

平 易 に し て 簡 明 に 表 現 す る よ う 心 が け な け れ ば な ら な い 。  
 
（ 記 入 要 領 ）  
第 ２ ５ 条  調 査 書 類 の 記 入 要 領 は 、 火 災 報 告 取 扱 要 領 （ 平 成 ６ 年

４ 月 ２ １ 日 消 防 災 第 １ ０ ０ 号 消 防 庁 長 官 通 知 ） に よ る 。  
２  調 査 書 類 は 、必 要 に 応 じ 火 災 原 因 調 査 用 補 助 用 紙（原要第１３

号様式）を 用 い る こ と が で き る 。  
 
（ 署 名 、 押 印 ）  
第 ２ ６ 条  調 査 書 類 の 作 成 者 は 、 作 成 年 月 日 並 び に 作 成 者 の 所 属

及 び 階 級 、 氏 名 を 記 載 し 、 押 印 し な け れ ば な ら な い 。    
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２  前 項 の 押 印 は 、 認 印 で 行 わ な け れ ば な ら な い 。  
 
    第 ２ 節  実 況 見 分 調 書 等  
 
（ 出 火 出 場 時 の 見 分 調 書 の 作 成 ）  
第 ２ ７ 条  消 防 長 は 、 第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 見 分 結 果 に つ い

て 、 火 災 現 場 に 出 場 し た 調 査 員 又 は 調 査 員 以 外 の 消 防 職 員 に 、

出 場 途 上 、 現 場 到 着 時 及 び 火 災 防 ぎ ょ 中 に お け る 火 災 の 推 移 、

そ の 他 火 災 に 関 し 、 見 分 し た 状 況 に つ い て 、 出 火 出 場 時 の 見 分

調 書 （ 原 要 第 １ ４ 号 様 式 ） に よ り 報 告 さ せ る こ と が で き る 。 こ

の 場 合 に お い て 、 必 要 に 応 じ て 図 面 及 び 写 真 を 添 付 し な け れ ば

な ら な い 。  
２  出 火 出 場 時 の 見 分 調 書 に 添 付 す る 図 面 は 、添 付 図（原要第１５

号様式）に よ り 作 図 し 、写 真 は 写 真 台 紙（ 原 要 第 １ ６ 号 様 式 ）に

よ り 整 理 し な け れ ば な ら な い 。   
 
（ 実 況 見 分 調 書 の 作 成 ）  
第 ２ ８ 条  第 ８ 条 第 ２ 項 に 定 め る 実 況 見 分 の 主 担 者 は 、 実 況 見 分

の て ん 末 を 次 に 掲 げ る 項 目 に つ い て 、 系 統 的 か つ 明 確 に 実 況 見

分 調 書 （ 原 要 第 １ ７ 号 様 式 ） を 作 成 し な け れ ば な ら な い 。    
な お 、 作 成 要 領 に つ い て は 、 指 令 情 報 課 長 が 別 に 定 め る 。  
( 1 ) 火 災 概 要  
( 2 ) 現 場 の 模 様  
( 3 ) 焼 損 状 況  
( 4 ) そ の 他 参 考 事 項  

２  実 況 見 分 調 書 に は 、 図 面 を 添 付 図 に よ り 作 成 し 、 写 真 を 写 真

台 紙 に よ り 整 理 し 、 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  
３  実 況 見 分 調 書 に は 、見 分 に 際 し 立 会 人 の 説 明 を 求 め た 事 項 で 、

特 に 必 要 が あ る と 認 め ら れ る も の に つ い て は 、 本 人 の 申 し 立 て

に よ る も の と し て 、 そ の 供 述 内 容 を 記 載 す る こ と が で き る 。  
 
    第 ３ 節  質 問 調 書 等  
 
（ 聞 き 込 み 状 況 書 の 作 成 ）  
第 ２ ９ 条  調 査 員 は 、 調 査 の た め 必 要 が あ る と 認 め る 事 項 を 聞 き

込 ん だ 場 合 は 、 聞 き 込 み 状 況 書 （ 原 要 第 １ ８ 号 様 式 ） を 作 成 し



8 

な け れ ば な ら な い 。  
２  調 査 員 以 外 の 消 防 職 員 は 、 火 災 現 場 又 は そ の 他 の 場 所 に お い

て 、 関 係 の あ る 者 か ら 調 査 上 特 に 参 考 に な る と 思 わ れ る 事 項 を

聞 き 込 ん だ 場 合 は 、 す み や か に そ の 状 況 を 聞 き 込 み 状 況 書 に よ

り 消 防 長 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  
３  消 防 長 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、 前 ２ 項 の

聞 き 込 み 状 況 書 を も っ て 次 条 に 定 め る 質 問 調 書 に 代 え る こ と が

で き る 。  
 ( 1 )   関 係 の あ る 者 に つ い て 質 問 調 書 が で き な か っ た と き 、 又 は

作 成 で き る 見 込 み が な い と き 。  
 ( 2 )   事 案 が 軽 微 で 、 将 来 当 該 火 災 の 原 因 に つ い て 物 議 を か も す

お そ れ が な い と 認 め る と き 。  
 
（ 質 問 調 書 の 作 成 ）  
第 ３ ０ 条  調 査 員 は 、 規 程 第 ２ ２ 条 の 規 定 に よ り 関 係 の あ る 者 に

対 し 質 問 す る 場 合 は 、 質 問 調 書 （ 原 要 第 １ ９ 号 様 式 ） を 作 成 し

な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 録 取 内 容 は 、 調 査 上 特

に 重 要 と 認 め る 事 項 と す る 。  
２  質 問 調 書 の 作 成 者 は 、 被 質 問 者 に そ の 録 取 内 容 を 閲 覧 又 は 読

み 聞 か せ 、 誤 り の な い こ と を 確 認 さ せ た の ち 、 任 意 に 本 人 の 署

名 、 押 印 を 求 め な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 被 質 問

者 が 署 名 、 押 印 を 拒 ん だ と き 、 ま た は 印 鑑 を 持 参 し て い な か っ

た と き は 、 質 問 調 書 に そ の 旨 記 載 し て お か な け れ ば な ら な い 。  
３  質 問 調 書 に は 、 質 問 開 始 年 月 日 、 時 分 、 質 問 終 了 年 月 日 及 び

質 問 場 所 を 記 載 す る と と も に 、 作 成 者 は 消 防 長 の 代 理 人 と し て

署 名 、 押 印 を し な け れ ば な ら な い 。  
 
    第 ４ 節  火 災 原 因 の 判 定 及 び 決 定  
 
（ 火 災 原 因 の 判 定 ）  
第 ３ １ 条  消 防 長 は 調 査 係 長 （ 調 査 係 長 が 不 在 の 時 は 、 調 査 員 の

う ち 上 席 に あ る 者 。以 下 同 じ 。）に 火 災 原 因 を 判 定 さ せ な け れ ば

な ら な い 。  
 
（ 火 災 原 因 判 定 書 の 作 成 ）  
第 ３ ２ 条  火 災 原 因 の 判 定 を 行 っ た 調 査 係 長 は 、 火 災 原 因 を 判 定
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す る に 至 っ た 経 緯 及 び 結 果 を 各 証 拠 資 料 に 基 づ い て 、 次 に 掲 げ

る 項 目 に つ い て 、系 統 的 か つ 明 確 に 火 災 原 因 判 定 書（原要第２０

号様式）を 作 成 し な け れ ば な ら な い 。な お 、作 成 要 領 に つ い て は 、

指 令 情 報 課 長 が 別 に 定 め る 。  
 ( 1 ) 火 災 概 要  
 ( 2 ) 出 火 建 物 の 判 定  
 ( 3 ) 出 火 箇 所 の 判 定  
 ( 4 ) 出 火 原 因 の 判 定  
 ( 5 ) 延 焼 経 路  
 ( 6 ) 火 災 に よ る 死 傷 者 の 発 生 し た 経 過  
 ( 7 ) そ の 他 参 考 事 項  
 
（ 火 災 報 告 書 等 の 作 成 ）  
第 ３ ３ 条  消 防 長 は 、 こ の 要 綱 に 基 づ い て 、 火 災 報 告 書 （ 原 要 第

２ １ 号 様 式 ( 1 )か ら ( 3 )） を 作 成 し な け れ ば な ら な い 。  
２  消 防 長 は 、 こ の 要 綱 に 基 づ い て 、 火 災 調 査 書 （ 原 要 第 ２ ２ 号

様 式 ） を 作 成 し な け れ ば な ら な い 。  
 
（ 出 火 原 因 決 定 区 分 ）  
第 ３ ４ 条  出 火 原 因 を 決 定 す る に あ た っ て は 、 発 火 源 、 経 過 及 び

着 火 物 を 明 ら か に し 、 そ の 調 査 資 料 の 多 寡 に よ っ て 出 火 原 因 を

次 に 掲 げ る ３ 段 階 に 区 分 し な け れ ば な ら な い 。  
 ( 1 )  断 定  

各 資 料 の 証 明 力 を 総 合 す る こ と に よ り 、 全 く 疑 う 余 地 が な

く 、 極 め て 具 体 的 か つ 科 学 的 に そ の 原 因 が 決 定 さ れ る も の  
 ( 2 )  推 定  

各 資 料 の 証 明 力 の み に よ っ て は 、 そ の 原 因 を 直 接 断 定 す る

こ と は で き な い が 当 該 資 料 を 基 礎 と し 、 専 門 的 立 場 か ら 合 理

的 に そ の 原 因 が 推 測 で き る も の  
 ( 3 )  不 明  

原 因 を 決 定 す る 資 料 が 全 く な い と き 、 又 は 若 干 の 資 料 が あ

っ て も 、 そ れ ら の 資 料 の 証 明 力 が 極 め て 少 な く 、 専 門 的 立 場

か ら 合 理 的 に そ の 原 因 が 推 測 で き な い も の  
 
    第 ５ 節  調 査 書  
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（ 調 査 書 等 の 作 成 ）  
第 ３ ５ 条  規 程 第 ２ ４ 条 に 規 定 す る 調 査 書 及 び 調 査 書 に 付 属 す る

資 料 は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 作 成 す る も の と す る 。  
 ( 1 )   調 査 書 は 、 次 に 掲 げ る 調 査 書 類 を 次 の 順 序 で 整 理 編 冊 し な

け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 作 成 を 要 し な い 調 査 書 類 は こ の 限

り で は な い 。  
ア  火 災 調 査 報 告 書 （ 原 要 第 ２ ３ 号 様 式 ）  

イ  火 災 調 査 書  

ウ  死 者 及 び 負 傷 者 の 調 査 書 （ 損 要 第 ３ 号 様 式 (1)・ (2)）  

エ  火 災 報 告 書 （ 原 要 第 ２ １ 号 様 式  (1)の み 。）  

オ  出 火 出 場 時 の 見 分 調 書 （ 添 付 図 及 び 写 真 を 含 む 。）  

カ  実 況 見 分 調 書 （ 添 付 図 及 び 写 真 を 含 む 。）  

キ  聞 き 込 み 状 況 書  

ク  質 問 調 書  

ケ  損 害 調 書 （ 損 要 第 ２ 号 様 式 (1)か ら (３ )）  

コ  火 災 保 険 契 約 調 書 （ 損 要 第 ４ 号 様 式 ）  

サ  り 災 状 況 申 告 書 （ 損 要 第 １ 号 様 式 (1)か ら (３ )）  

  シ  火 災 原 因 判 定 書  
 ( 2 )   調 査 書 に 付 属 す る 資 料 は 、 前 号 の 調 査 書 以 外 で 、 こ の 要 綱

に よ り 収 集 又 は 作 成 し た 書 類 等 を 次 に 掲 げ る 順 序 で 整 理 編 冊

し た も の で 、 前 号 の 調 査 書 の 後 に 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  
ア  鑑 定 書  

イ  理 化 学 試 験 結 果 通 知 書  

ウ  火 災 原 因 （ 損 害 ） 調 査 関 係 事 項 の 照 会 に 対 す る 回 答 書  

エ  火 災 原 因 調 査 用 補 助 用 紙  

オ  そ の 他 必 要 な 書 類  

( 3 )   前 二 号 の 調 査 書 及 び 調 査 書 に 付 属 す る 資 料 で 、こ の 要 綱 に

よ り 収 集 又 は 作 成 し た 次 に 掲 げ る 書 類 等 は 、 保 管 品 台 帳 に 編

冊 し な け れ ば な ら な い 。  

ア  資 料 提 出 命 令 書  

イ  資 料 提 出 書  

ウ  提 出 資 料 受 領 書  

エ  提 出 資 料 保 管 書  

オ  保 管 品 台 帳  

カ  資 料 保 管 票  

キ  資 料 送 付 書  
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ク  報 告 命 令 書  

ケ  報 告 受 領 書  

コ  鑑 定 （ 理 化 学 試 験 ） 依 頼 書  

サ  提 出 資 料 処 分 承 諾 書  

シ  火 災 原 因 （ 損 害 ） 調 査 関 係 事 項 照 会 書  

２  次 に 掲 げ る 火 災 に つ い て は 、 火 災 報 告 書 及 び り 災 状 況 申 告 書

の ほ か 必 要 な 書 類 等 を 添 付 し て 調 査 書 と す る こ と が で き る 。 た

だ し 、 消 防 行 政 上 特 に 重 要 な 火 災 を 除 く 。  
 ( 1 )   建 物 火 災 の う ち 次 に 掲 げ る も の  
  ア  出 火 原 因 が 明 確 な も の の う ち 、 焼 損 面 積 が 小 さ く 、 そ の

範 囲 が １ 棟 で １ の 占 有 者 の 部 分 に と ど ま っ た も の  
   イ  焼 損 表 面 積 の み に と ど ま っ た も の  
 ( 2 )   建 物 火 災 以 外 の も の  
 
   第 ４ 章  報 告 等  
 
（ 火 災 報 告 等 ）  
第 ３ ６ 条  調 査 員 は 、 発 生 し た 火 災 に つ い て 、 火 災 報 告 書 （ 原 要

第 ２ １ 号 様 式 ( 1 )か ら ( 3 )）に よ り 即 日 に 、指 令 情 報 課 長 に 報 告 し

な け れ ば な ら な い 。  
２  指 令 情 報 課 長 は 、 火 災 に よ る 災 害 等 が 次 の 各 号 の い ず れ か に

該 当 す る 場 合 は 、 当 該 火 災 等 の 概 要 を 火 災 速 報 （ 原 要 第 ２ ４ 号

様 式 ） 又 は 特 定 の 事 故 速 報 （ 原 要 第 ２ ５ 号 様 式 ） に よ り 、 直 ち

に 消 防 長 に 速 報 し な け れ ば な ら な い 。  
 ( 1 )   死 者 を 生 じ た も の  
 ( 2 )   負 傷 者 の 合 計 が ５ 人 以 上 生 じ た も の  
 ( 3 )   消 防 職 ・ 団 員 及 び 消 防 協 力 者 等 が 負 傷 し た も の  
 ( 4 )   高 層 建 物 の １ １ 階 以 上 の 階 、 地 下 街 又 は 準 地 下 街 に お い て

発 生 し た 火 災 で 、 利 用 者 等 が 避 難 し た も の  
( 5 ) 領 事 館 、 国 指 定 重 要 文 化 財 又 は 特 定 違 反 対 象 物 の 火 災  

 ( 6 )   建 物 焼 損 延 べ 面 積 ３ ， ０ ０ ０ 平 方 メ － ト ル 以 上 と 推 定 さ れ

る 火 災  
 ( 7 )   損 害 額 が １ 億 円 以 上 と 推 定 さ れ る 火 災  
 ( 8 )   船 舶 、 航 空 機 、 列 車 、 自 動 車 の 火 災 で 社 会 的 に 影 響 度 が 高

い と 認 め ら れ る も の  
 ( 9 )  消 火 活 動 を 著 し く 妨 げ る 毒 性 ガ ス の 放 出 を 伴 う 事 故  
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 ( 1 0 )  可 燃 性 ガ ス 等 の 爆 発 、 漏 洩 等 の 事 故 で あ っ て 、 社 会 的 に 影

響 度 が 高 い と 認 め ら れ る も の  
 ( 11 )  前 各 号 以 外 の 火 災 等 で 、 特 殊 な 原 因 に よ る 火 災 、 特 殊 な 態

様 の 火 災 等 消 防 活 動 上 特 に 参 考 と な る も の 、 又 は 社 会 的 に 影

響 度 が 高 い と 認 め ら れ る も の  
３  消 防 長 は 、 前 項 に よ り 速 報 の あ っ た 災 害 等 が 、 火 災 ・ 災 害 等

即 報 要 領 （ 昭 和 ５ ９ 年 １ ０ 月 １ ５ 日 消 防 災 第 ２ ６ ７ 号 消 防 庁 長

官 通 知 ） 第 ２ 即 報 基 準 、 １ 火 災 等 即 報 に 該 当 す る 場 合 は 、 同 即

報 要 領 に 基 づ き 直 ち に 大 阪 府 知 事 に 報 告 し 、 ま た 、 第 ３ 直 接 即

報 基 準 、 １ 火 災 等 即 報 に 該 当 す る 場 合 は 、 消 防 庁 に も 報 告 し な

け れ ば な ら な い 。  

 
（ 調 査 書 の 報 告 ）  
第 ３ ７ 条  規 程 第 ２ ５ 条 の 規 定 に よ る 調 査 書 の 報 告 は 、 火 災 原 因

調 査 報 告 書 （ 原 要 第 ２ ６ 号 様 式 ） を 付 し 、 当 該 火 災 の 調 査 に 着

手 し た 翌 日 か ら 起 算 し て 、 概 ね 次 に 定 め る 期 限 内 に 行 わ な け れ

ば な ら な い 。  
 ( 1 )  半 焼 以 上 の 建 物 火 災 （ 第 ３ ５ 条 第 ２ 項 第 １ 号 に 定 め る 火 災

を 除 く 。 た だ し 、 同 条 第 ２ 項 本 文 中 た だ し 書 に 該 当 す る も の

は 報 告 す る も の と す る 。）             ３ ０ 日  
 ( 2 )  前 条 第 ２ 項 に 該 当 す る 火 災            ６ ０ 日  
 
（ 関 係 機 関 へ の 通 知 ）  
第 ３ ８ 条  消 防 長 は 、り 災 人 員 を 伴 う 建 物 火 災 が 発 生 し た 場 合 は 、

そ の 都 度 、 火 災 に よ る り 災 状 況 通 知 書 （ 原 要 第 ２ ７ 号 様 式 ( 1 )・
( 2 )） に よ り 、 健 康 福 祉 部 長 に 通 知 す る も の と す る 。  

２  消 防 長 は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ り 通 知 す る も の と す る 。  
 ( 1 )  建 物 火 災 の 月 間 発 生 状 況 は 、 翌 月 の ５ 日 ま で に 、 火 災 通 知

書 （ 原 要 第 ３ ０ 号 様 式 ） に よ り 、 所 轄 警 察 署 長 に 通 知 す る 。  
 ( 2 )  高 速 道 路 に お け る 火 災 発 生 状 況 は 、 翌 月 の ５ 日 ま で に 、 名

神 高 速 道 路 に あ っ て は 名 神 高 速 道 路 火 災 救 急 月 報（原要第３１

号様式）に よ り 名 神 高 速 道 路 消 防 協 議 会 会 長 に 、ま た 、近 畿 ・

中 国 高 速 道 路 に あ っ て は 近 畿・中 国 高 速 道 路 の 活 動 状 況（ 近・

中 協 様 式 第 １ 号 ） に よ り 近 畿 ・ 中 国 高 速 道 路 消 防 協 議 会 事 務

局 に 通 知 す る 。  
３  指 令 情 報 課 長 は 、 半 焼 以 上 の 建 物 火 災 が 発 生 し た 場 合 、 翌 月
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１ 日 （ １ 日 が 休 庁 日 の 場 合 は 、 そ の 日 の 後 に お い て そ の 日 に 最

も 近 い「 休 庁 日 」で な い 日 。）に 災 害 建 築 物 通 知 書（ 原 要 第 ２ ８

号 様 式 ） に よ り 都 市 計 画 推 進 部 土 地 利 用 調 整 セ ン タ ー 建 築 審 査

課 長 へ 、 ま た 、 火 災 事 故 発 生 状 況 通 知 書 （ 原 要 第 ２ ９ 号 様 式 ）

に よ り 同 監 察 課 長 へ 月 間 発 生 状 況 を 通 知 す る 。  
 
   第 ５ 章  少 年 等 に 対 す る 取 扱 い  
 
（ 準  拠 ）  
第 ３ ９ 条  少 年 （ 少 年 法 に い う 「 少 年 」 を い う 。）、 心 神 そ う 失 若

し く は 心 神 耗 弱 の 常 習 に あ る 者 又 は こ れ ら に 準 ず る 者（ 以 下「 少

年 等 」と い う 。）に 係 る 火 災 の 調 査 に つ い て は 、他 の 法 令 に 定 め

る 場 合 を 除 く ほ か 、 こ の 章 の 規 定 に 基 づ き 行 わ な け れ ば な ら な

い 。  
 
（ 実 況 見 分 の 立 会 ）  
第 ４ ０ 条  少 年 等 を 、 実 況 見 分 の 立 会 人 と し て は な ら な い 。  
 
（ 質  問 ）  
第 ４ １ 条  少 年 等 に 対 す る 質 問 は 、 親 権 を 行 う 者 、 後 見 人 、 補 佐

人 そ の 他 の 者 で 、 少 年 等 を 現 に 監 護 す る 者 （ 以 下 「 保 護 者 」 と

い う 。） の 立 ち 会 い の も と に 行 わ な け れ ば な ら な い 。  
 
（ 署 名 、 押 印 ）  
第 ４ ２ 条  調 査 書 類 に は 、 少 年 等 の 署 名 、 押 印 を 求 め て は な ら な

い 。 た だ し 、 少 年 等 の 質 問 調 書 を 作 成 し た と き は 、 立 ち 会 っ た

保 護 者 に 第 ３ ０ 条 第 ２ 項 の 手 続 き を 準 用 し て 署 名 、 押 印 を 求 め

な け れ ば な ら な い 。  
 
（ 特  例 ）  
第 ４ ３ 条  第 ３ ９ 条 か ら 前 条 ま で の 規 定 に か か わ ら ず 、 調 査 の た

め 特 に 必 要 が あ る と 認 め る と き 、 又 は 当 該 少 年 等 の 年 齢 、 心 情

そ の 他 諸 般 の 事 情 を 考 慮 し て 支 障 が な い と 認 め る と き は 、 他 の

法 令 に 抵 触 し な い 限 り に お い て 一 般 の 例 に よ り こ れ を 行 う こ と

が で き る 。  
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   第 ６ 章  記  録  
 
（ 火 災 記 録 ）  
第 ４ ４ 条  消 防 長 は 、火 災 の 状 況 を 調 査 書 に 基 づ き 火 災 登 録 簿（ 原

要 第 ３ ２ 号 様 式 ） に 記 録 し 保 存 し な け れ ば な ら な い 。  
 
 
  附  則  
（ 平 成 ２ ３ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日 豊 消 指 第 ６ １ 号 消 防 長 通 知 ）   
１  こ の 要 綱 は 、 通 知 の 日 か ら 施 行 す る 。  
２  こ の 要 綱 の 通 知 に 伴 い「 火 災 原 因 調 査 要 綱 」（ 平 成 ９ 年 消 防 長

訓 令 第 １ ４ 号 ） は 廃 止 す る 。  
   



（原要第１号様式） 
 
 

豊 消 指 第     号 

  年  月  日 

 
            様 

 
豊 中 市 消 防 長 

 
 

資 料 提 出 命 令 書 

 
年  月  日  時  分頃 豊中市 

           で発生した火災について、火災の原因調査 

のため必要があるので、消防法第３４条第１項により、下記の資料 

提出を命じます。 

 
 
記 



（原要第２号様式） 
 
 

  年  月  日 

 
豊 中 市 消 防 長  様 

 
住 所 

 
氏 名             印 

 
 

資 料 提 出 書 

 
 

下記のものを火災の      調査資料として提出します。 

 
 

 なお、用済み後は、 

 
 

記 

 
 

原 因 
損 害 

返 却 し て く だ さ い 。 
 

処 分 し て く だ さ い 。 



（原要第３号様式） 
 
 

豊 消 指 第     号 

  年  月  日 

 

              様 

 

豊 中 市 消 防 長 

 

提 出 資 料 受 領 書 

 

年   月   日  あ な た か ら 提 出 さ れ た 下 記 の 資 料 

を受領しました。 

 

   ただし、使用後は、 

 

 

記 

 

当方において処分します。 
 

直 ち に 返 却 し ま す 。 



（原要第４号様式） 
 
 

豊 消 指 第     号 

  年  月  日 

 
              様 

 
豊 中 市 消 防 長 

 
 

提 出 資 料 保 管 書 

 
 

年  月  日   時  分頃 豊中市 

 
で発生した火災について、     調査  

 
のため、あなたから提出された下記の資料を保管したので、本保管 

書を送付します。 

 
記 

 

原 因 
 

損 害 



（原要第５号様式） 
 

保 管 品 台 帳 火災番号 第     号 

 

  出火日時         年  月  日     時  分頃 

  火  元    豊中市 

  名  称 

  氏  名 

  生年月日         年  月  日生  （   歳） 

品 名 

数 量 

 
受 領 

年月日 
   年  月  日 

採
取
事
項 

 
原
因
概
要 

 

提 出 者 住 所       市 

提 出 者 氏 名  

所 有 者 住 所       市 

所 有 者 氏 名  

所 有 権 放 棄 の 有 無 放棄しない  ・   放棄した 

取 扱 者 

階 級 ・ 氏 名 
 

返 却 日 年 月 日        年   月  日 

備 考 

 



（原要第６号様式） 

資 料 保 管 票 
整 理 
年 月 日         年  月  日 

火 災 
番 号           （      ） 

符 号  
提 出 書  

採 取 
事 項  

原 因  

取 扱 者 
階 級 ・ 氏 名                       印 

 

 

（原要第６号様式） 

資 料 保 管 票 
整 理 
年 月 日         年  月  日 

火 災 
番 号           （      ） 

符 号  
提 出 書  

採 取 
事 項  

原 因  

取 扱 者 
階 級 ・ 氏 名                       印 

 

 



（原要第７号様式） 
 
 

豊 消 指 第     号 

  年  月  日 

 

              様 

 

豊 中 市 消 防 長 

 

資 料 送 付 書 

 

  出 火 日 時         年  月  日    時  分頃 

  出 火 場 所 

  関係者住所 

     氏名 

 

上記の火災に係る下記の調査資料を送付します。 

 

記 

 



（原要第８号様式） 

 

 

豊 消 指 第     号 

  年  月  日 

 

              様 

 

豊 中 市 消 防 長 

 

報 告 命 令 書 

 

      年  月  日   時  分頃 豊中市 

 

            で発生した火災について、火災の 

 

調査のため必要があるので、消防法第３４号第１項により、下記に 

ついて報告を命じます。 

 

記 

 

原 因 

損 害 



（原要第９号様式） 
 
 

豊 消 指 第     号 

  年  月  日 

 

              様 

 

豊 中 市 消 防 長 

 

 

報 告 受 領 書 

 

 

      年  月  日 あなたから提出された下記の報告を 

受領しました。 

 

記 



（原要第１０号様式） 

 

 

豊 消 指 第     号 

  年  月  日 

 

              様 

 

豊 中 市 消 防 長    

 

 

依 頼 書 

 

      

火災の     調査のため必要がありますので、別添の資料 

 

  について、下記事項の          を依頼します。 

 

記 

 

原 因 

損 害 

鑑 定 

理 化 学 試 験 

鑑 定 

理化学試験 



（原要第１１号様式） 

 

 

  年  月  日 

 

 

 豊 中 市 消 防 長  様 

 

住 所 

 

氏 名           印 

 

提 出 資 料 処 分 承 諾 書 

 

 

火災の      調査のため、下記のものについて  

 

することを承諾します。 

 

なお、用済み後は、 

 

記 

 

原 因 

損 害 

鑑 定 

理化学試験 

返 却 し て く だ さ い 。 

処 分 し て く だ さ い 。 



（原要第１２号様式） 
 
 

豊 消 指 第     号 

  年  月  日 

 

              様 

 

豊 中 市 消 防 長    

 

 

火災       調査関係事項照会書 

 

 

      年  月  日   時  分頃 豊中市 

 

              において発生した火災の     調査の 

 

ため必要があるので、次の事項について至急回答してくださるよう 

消防法第３２条第２項により照会します。 

 

照 会 事 項 

 

 

原 因 

損 害 

原 因 

損 害 



（原要第１３号様式） 

 

火 災 原 因 調 査 用  補 助 用 紙 

 

 



（原要第１４号様式） 
 
 火災番号 第   号 

 

出 火 出 場 時 の 見 分 調 書 
 

下記の火災について、         として消防活動に従事し 

次のとおり見分した。 

 

    年   月  日 

 

所    属 

階級・氏名             印 

 

出 火 場 所   豊中市 

出 火 日 時       年   月  日   時  分頃 

 

 



（原要第１５号様式）                  縮尺    ：      作成年月日     年   月   日 

Ｎｏ．                        図       作成者 階級・氏名          印 
 

   

 



（原要第１６号様式） 
 

撮 影 年 月 日 時      年  月  日    時  分頃 

撮 影 位 置 

及 び 方 向 

添付図第  号    の位置から矢印の方向 

に 撮 影 し た 。 

撮 影 者  

写 真 説 明 

 

 

  （写真第   号） 



（原要第１７号様式） 
 
 火災番号 第   号 

 

実 況 見 分 調 書 
 

下記の火災について、火災調査のため関係者の承諾を得て、次の 

 とおり現場を見分した。 

 

    年   月  日 

 

所    属 

階級・氏名            印 

 

日 時 
    年   月  日    時  分 開始 

    年   月  日    時  分 終了 

場 所 及 び 

名 称 

  

 豊中市 

立 会 人  

 



（原要第１８号様式）  
 
 火災番号 第   号 

 

聞 き 込 み 状 況 書 
 

  住 所 

                 電話 

  氏 名                 （  歳） 

 

  火元との関係 

    

上 記 の 者 か ら    年   月   日   時   分 頃 、 

豊中市                         において 

発生した火災について、次のとおり聞き込みをした。 

 

    年  月  日 

 

所    属 

階級・氏名            印 

聞 き 込み 日 時       年   月  日   時  分頃 

聞 き 込み 場 所 豊中市 

 



（原要第１９号様式） 

 

 火災番号 第   号 
 

質 問 調 書 （ 第  回 ） 
 

      年   月  日    時  分頃 豊中市 

 

                 において発生した火災について、 

  下記の者に質問したところ任意に次のように供述した。 

 

   住  所 

                 電話 

   氏  名 

   生年月日        年   月  日生 （  歳） 

質 問 開 始 日 時       年   月  日   時  分頃 

質 問 終 了 日 時       年   月  日   時  分頃 

質 問 場 所 豊中市 

質 問 内 容 

 

 



（原要第２０号様式） 
 
 火災番号 第   号 

 

火 災 原 因 判 定 書 
 

下記の火災について、次のとおり判定した。 

       年   月  日 

 

所    属 

階級・氏名             印 

出 火 場 所 豊中市 

出 火 日 時       年   月  日     時  分頃 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年 月 日( ) 時 分頃 作成日

所  属

階　級

氏　名

年 月 日( ) 時 分 月 日  時  分

月 日  時  分

爆発 月 日  時  分

月 日  時  分

歳

階 階

㎡ ㎡

歳

歳

m/s

℃ ％

㎡ ㎡

㎡ ㎡

歳
㎡ ㎡

歳
㎡ ㎡

歳
㎡ ㎡

歳
㎡ ㎡

歳

（原要第２１号様式（１））

火災北署番号

火災報告書

出場区分 火災本部番号 火災南署番号

火勢鎮圧

火勢鎮火

救助開始

救助終了

　住所・氏名・職 業・年齢・性 別

職　　業

電　　話

階数地上

建築面積

 

通 信 員

出火場所

名　　称

火災種別

覚知日時

覚知方法

火
　
元

対象物

構　造

氏　名

建物以外
焼損面積　数

り災状況

業　態

通
報
者

住　所

氏　名

関
係
者

住　所

氏　名

通報内容

焼損床面積
り災世帯
り災人員

焼損程度
り災程度

類
　
焼
　
（
類
　
損
）

 

 

 

 

火　元

   

 

 
 

出火日時

 

 

住　所

 

 

電　　話

年　　齢

職　　業

用　　途

性　別

統括署所

 

性　別  

年　　齢

 

 

 

気　  温

年　　齢

職　　業

天  　気

湿　度

警 報 等

電　　話

風  　向 風　速

 

 区　　分

性　別 

地　下

延べ面積

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

棟 ㎡ 人 世帯 人

棟 ㎡ 人 世帯 人

棟 ㎡ 人 世帯 人

棟 ㎡ 人 世帯 人

棟 ㎡ 人 ㎡

台

人

（原要第２１号様式（１））

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

被  害  状  況

 

出  火  箇  所

職　　業

死
　
傷
　
者

 

 

 

出  火  原  因

程　度

 

年齢氏　　　名

 

 

 

負傷者

全　焼

合　計

ぼ　や

焼損棟数 焼損床面積 り災世帯

性別

り災人員

全　損

小　損

半　損

重　症

半　焼 中等症

部分焼 軽　症

警　察本部／局 消防署 消防団

死　者

合　計 合　計

建物以外

出動車両

氏　名

その他 計 指　揮　者

災  害  概  要

出動人員

階　級



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

人 人 人 人

km km km km

時 分 時 分 時 分 時 分

時 分 時 分 時 分 時 分

時 分 時 分 時 分 時 分

時 分 時 分 時 分 時 分

時 分 時 分 時 分 時 分

時 分 時 分 時 分 時 分

    

ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

線 口 線 口 線 口 線 口

㎜ 本 ㎜ 本 ㎜ 本 ㎜ 本

㎜ 本 ㎜ 本 ㎜ 本 ㎜ 本

㎜ 本 ㎜ 本 ㎜ 本 ㎜ 本

MPa MPa MPa MPa

分 分 分 分

ｍ3 ｍ3 ｍ3 ｍ3

   

時 分 時 分 時 分 時 分

時 分 時 分 時 分 時 分

（原要第２１号様式（２））

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

帰　　署

水利種別

使用水量

筒　　先

担当区

署　　所

車 両 名

隊 員 数

出　　動

区
分
別
時
刻

現　　着

放水開始

出動種別

放水終了

引　　揚

水
利

筒先口径
・延長放

水
状
況

ポンプ圧力

放水時間

放 水 量

救助終了

出動隊員

救
助
活
動

救助活動

救助開始

  

 

  

  

  

走行距離

 

 

   

 

通番 通番 通番  通番  



 
（原要第２１号様式（２））

活動状況  

活動状況  

署　　所  車 両 名  

活動状況  

署　　所  車 両 名  

活動状況  

署　　所  車 両 名  

活動状況  

署　　所  車 両 名  

活動状況  

署　　所  車 両 名  

活動状況

署　　所  車 両 名  

署　　所 車 両 名

活動状況

署　　所 車 両 名



（原要第２１号様式（３）） 
 

現 場 活 動 図 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

年 月 日 時 分頃( )  火災番号

作成日

所  属

階  級

氏  名 印

歳

歳

台 台

年 月 日 時 分 主使用水利   

 年 月 日  時  分 出動延人員 人 人

 年 月 日  時  分

 年 月 日  時  分

 年 月 日  時  分 特別防災区域

年 月 日 時 分 少量危険物等 (100ｍ）

m/s 気温零度以上 ℃

火災警報 ％ cm 気温零度以下 ℃

 階 階

 階 階

㎡ ㎡

 ㎡ ㎡

（原要第２２号様式）

火
　
元

出
　
火
　
原
　
因

原　因

発火源

経　過

着火物

救助開始

放水開始

天　　気

対象物

氏　名
職　　業

電　　話

住　所
年　　齢

 

関
係
者

住　所
年　　齢

性  　別

氏　名
職　　業

電　　話 

 

 

鎮火時刻

火勢鎮圧

初期消火

覚知時刻

 (団)

火災調査書

覚知方法

名　　称

出火場所

出火日時

区　　分

構　　造

市街地等

消防団

 性　別

 

  

階数地上

　　地下

延べ面積 焼損表面積

建築面積

出火階地上 

 

火
　
元

工事状況

最寄消防機関
からの距離

　　　地下

焼損床面積

 

焼損程度

火災種別

気
象 積　　雪

管轄署所

用途地域

防火地域

風　　速風　　向

ポンプ台数

用　途

 

 

 

 

 

 

  

 

-

爆　発

 

消防隊

業　　態

 

相対湿度

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

㎡

 

 

 0歳～ 5歳

 6歳～64歳

65歳～

火炎・接触

煙を吸う

飛散物擦過

放射熱

飛び降り

その他

（原要第２２号様式）

負傷者の
受傷原因

区　分

合
計

65歳～

消
火
中

避
難
中

就
寝
中

作
業
中

そ
の
他

負傷者の
避難方法

年　齢 その他 計
消防隊

の救助

避難の

死　亡
負　　　傷　　　者　

そ
の
他

必要無

自力避難

施設 器具

0歳～5歳

合　計

作
業
中

消
火
中

避
難
中

就
寝
中

作
業
中

そ
の
他

損害額

建　物

収容物

林　野

航空機

その他

車　両

延焼市町村

その他

消
火
中

避
難
中

6歳～64歳

就
寝
中

備　考

 

吏　員

団　員

義務者

協力者

自　損

その他

死傷者

重　症

合　計

原因分類

建物分類

部分焼

ぼ　や

り災人員(人)

焼損表面積

全　損

半　損

小　損

全　焼

半　焼

焼損床面積(㎡)

合　計

焼損棟数(棟)

損害額(千円)

船　舶

焼損棟数
焼損面積
り災状況

合　計

り災世帯

台

火災番号

出火市町村

a

 

中等症 軽　症

 

爆　　発

 

損害額(千円)面積・数等 棟数・車両等

棟

延焼区分



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

防火管理等・消防用設備等の設置状況・住宅防火対策

 

 

 

 

 

 

 

消火器具　　　 住宅用消火器  

屋内消火栓  

スプリンクラー 住宅用スプリンクラー  

水噴霧等　　　 簡易消火具  

屋外消火栓 住宅用自動消火装置  

動力消防ポンプ 住宅用火災警報器  

自動火災報知設備 住宅用自火報  

漏電火災警報器  

非常警報設備  

避難器具  

誘導灯・誘導標識  

消防用水  

連結送水管  

排煙設備　　　 寝具類  

連結散水設備　 衣服類  

非常コンセント カーテン  

無線通信補助 じゅうたん  

（原要第２２号様式）

消
防
用
設
備
等
設
置
状
況
・
住
宅
防
火
対
策

防火管理者

消防計画

避難誘導

消火訓練

消防用設備等設置状況

防
火
管
理
者
等

共同防火

定期点検報告対象物

防炎物品

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設　置　状　況住宅防火対策

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

／  ／   ／   ／  

㎡ ㎡ ㎡ ㎡

㎡ ㎡ ㎡ ㎡

㎡ ㎡ ㎡ ㎡

㎡ ㎡ ㎡ ㎡

世帯 世帯 世帯 世帯

人 人 人 人

千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円

千円 千円 千円 千円

a a a a

㎡ ㎡ ㎡ ㎡

（原要第２２号様式）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

焼損物件／備考

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

り
災
状
況

 

 

 

焼損床面積

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

り 災 状 況

火元・類焼

住　　所

 

  

 

  

 

   

   

 

区　　分

階　　数

建築面積

構　　造

用　　途

氏　　名

延べ面積

そ の 他

そ の 他

焼損程度

建
物
以
外

損
害
額

り災人員

焼損表面積

り災程度

り災世帯

建　  物

収 容 物

焼 損 数

 

 

 

 

 

 

林    野

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（原要第２３号様式） 

 

 

 

  年  月  日 

 

 

 

 

火 災 調 査 報 告 書 
 

 

 

 

 

   火災種別        火災    火災番号 第    号 

 

 

 

   出火日時        年  月  日    時  分頃 

 

 

 

   出火場所    豊中市 

 

 

 

   名称及び 

 

   代表者 

 



（原要第２４号様式） 

 

火 災 速 報 
 

    年   月   日    時   分         第    報 
 

火 災 種 別  １ 建物 ２ 車両 ３  船舶 ４  航空機  ５ その他（    ） 

出 火 場 所  出場区分 
第１・第２ 

第３・特命 

出 火 日 時    月  日  時 分頃 鎮 圧 日 時    月  日 時 分 

覚 知 日 時    月  日  時 分 鎮 火 日 時    月  日 時 分 

火 元 の 業 態 

用 途 
 

事 業 所 名 

(代表者氏名) 
 

出 火 箇 所  出 火 原 因  

死 傷 者 

死 者  （性別・年齢）    人 

 

負傷者   重 症       人 

        中等症       人 

        軽 症       人 

死者の 

生じた 

理 由 

 

建 物 の 概 要 
構造            建築面積 

階層            延べ面積 

焼 損 

床面積 
         ㎡ 

焼 損 程 度 焼損棟数 

 全 焼  棟 

 半 焼  棟 

 部分焼  棟 

 ぼ や  棟 焼 損 

表面積 
         ㎡ 

り 災 世 帯 数  気 象 状 況  

消防活動状況 
消防本部（署）   台     人   その他        台    人 

消防団          台     人 

救 急 ・ 救 助 

活 動 状 況 
 

災害対策本部等の 

設 置 状 況 
 

  

その他参考事項 

 

計  棟 



（原要第２５号様式） 
特 定 の 事 故 速 報 

 
     年   月   日   時   分           第     報 

事 故 種 別   １ 火災  ２ 爆発  ３ 漏洩   ４ その他 （        ）

発 生 場 所  

事 業 所 名  

発 生 日 時     月  日   時  分  発 見 日 時    月  日  時  分 

覚 知 日 時     月  日   時  分 鎮火(処理完了)    月   日   時  分 

消防覚知方法   気 象 状 況  

物 質 の 区 分 
 1 危険物  2 指定可燃物  3 高圧ガス   4 可燃性ガス 

 5 毒劇物  6 ＲＩ等  7 その他（          ） 
物質名  

施 設 の 区 分  1 危険物施設  2 高危混在施設    3 高圧ガス施設   4 その他（   ）

施 設 の 概 要  
危険物施設 

の 区 分 
 

事 故 の 概 要  

死 傷 者 

  

死 者（性別・年齢） 

 

 

 

             人 

 

負傷者等        人 （   人）

  

重 症   人 （   人）

中等症   人 （   人）

軽 症    人 （   人）

出 場 期 間 出場人員 使用資器材 

自衛防災組織      人 

 
 

共同防災組織      人 

 
 

事
業
所 

そ の 他      人  

消防本部（署） 
     台 

     人 
 

消 防 団 
     台 

     人 
 

海 上 保 安 庁      人  

自 衛 隊      人  

消 防 防 災 

活 動 状 況 

及 び 

救 急 ・ 救 助 

活 動 状 況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

警戒区域の設定  月 日 時 分 

使用停止命令  月 日 時 分 
そ の 他      人  

災害対策本部 

の 設 置 状 況 
 

その他の事項 



（原要第２６号様式） 

 

 

  年  月  日 

 

 

消 防 長  様 

 

 

指 令 情 報 課 長 

 

 

火 災 原 因 調 査 報 告 書 
 

 

 

このことについて、    年  月  日 豊中市 

 

 

                     で発生した火災は、 

 

 

別添のとおりです。 

 



（原要第２７号様式 (1)） 

 

 

    年  月  日 

 

健 康 福 祉 部 長  様 

 

消 防 長 

 

火災によるり災状況通知書 

火 災 発 生 日 時   平成  年   月  日  時  分頃 

火 災 発 生 場 所   豊中市     町  丁目  番  号 

全り災世帯・人員       世帯      名 

  No.              戸別り災世帯状況 

住 所 
 豊中市      町   丁目   番  号 

                      号室 

氏 名 
                  電 話 

           （  歳）  （   ） 

用 途  □住 宅  □共同住宅  □複合住宅  □その他（   ） 

焼 損 程 度  □全 焼  □半 焼   □部分焼   □ぼや 

り 災 程 度  □全 損  □半 損   □小 損 

世帯数・人員       世帯   名 □火元  □類焼  □類損 

 

 

 

焼 損 及 び 

り 災 状 況 

 

備 考  



（原要第２７号様式 (2)） 

 

  No.          戸別り災世帯状況 

住 所 
 豊中市      町   丁目   番   号 

                        号室 

氏 名 
                 電 話 

          （  歳）  （   ） 

用 途  □住 宅  □共同住宅  □複合住宅  □その他（   ） 

焼 損 程 度  □全 焼  □半 焼   □部分焼   □ ぼや 

り 災 程 度  □全 損  □半 損   □小 損 

世帯数・人員     世帯   名 □ 火元 □ 類焼 □ 類損 

 

 

 

焼 損 及 び 

り 災 状 況 

 

備 考  

 

 

  No.         戸別り災世帯状況 

住 所 
 豊中市      町   丁目   番   号 

                        号室 

氏 名 
                 電 話 

          （  歳）  （   ） 

用 途  □住 宅  □共同住宅  □複合住宅  □その他（   ） 

焼 損 程 度  □全 焼  □半 焼   □部分焼   □ ぼや 

り 災 程 度  □全 損  □半 損   □小 損 

世帯数・人員     世帯   名 □ 火元 □ 類焼 □ 類損 

 

 

 

焼 損 及 び 

り 災 状 況 

 

備 考  



（原要第２８号様式） 

災 害 建 築 物 通 知 書 
 

（平成  年  月分） 

受付年月日番号 
                平成  年  月  日 

都市計画推進部 

土地利用調整センター建築審査課長 様 

 

消防本部 指令情報課長 

 

建築基準法第１５条３項の規定により災害による建築物の 

減失を通知する。 

 

※ 

2 災害種別 火災、風水災、震災その他 3  火災件数                件 

全焼・全壊・全流失 半焼・半壊・半流失 計 

建築物の数 建築物の数 建築物の数 

 

住宅の戸数 

床面積の 

合 計 
(平方メートル) 住宅の戸数 

床面積の 

合 計 
 (平方メートル) 住宅の戸数 

床面積の 

合 計 
(平方メートル) 

建築物の 

8 損害見積額 

   （万円） 

棟 棟 棟  
木 造 

戸 
 

戸 
 

戸 
 

 

棟  棟  棟   

住 
 

居 その他 
戸  戸  戸   

木 造 棟  棟  棟   鉱
工
業 その他 棟  棟  棟   

木 造 棟  棟  棟   サ
ー
ビ
ス
業 

商 
 
 

業 その他 棟  棟  棟   

木 造 棟  棟  棟   文 

京 

公 

務 その他 棟  棟  棟   

木 造 棟  棟  棟   そ
の
他 その他 棟  棟  棟   

木 造 棟  棟  棟   

その他 棟  棟  棟   
合 

計 

計 棟  棟  棟   

 

 （注）１、※欄は記入しないこと。 

    ２、2、4欄は該当文字を○印にて囲むこと。 

    ３、この通知書は、災害種別毎に作成のこと。 

    ４、該当事案がない場合は、その旨を記載すること。 

 

4 被害区分 
5  
建築物の数 

 住宅の戸数 
 床面積の合計 

6 構造 

7  
建築物 
の用途 



（原要第２９号様式） 

 

 

  年  月  日 

 

 

都市計画推進部 

土地利用調整センター監察課長 様 

 

 

消防本部 指令情報課長 

 

 

火災事故発生状況通知書 
 

 

 

このことについて、平成  年  月中に全焼火災が  件、 

 

半焼火災が  件発生しました。 

 

その概要は、別添「火災活動状況照会リスト（半焼以上）」の 

 

とおりです。 

 

 

 ※該当事案がない場合は、その旨を記載すること。 

 



（原要第３０号様式） 

 

 

豊 消 指 第     号 

年  月  日 

 

 

豊中警察署長 

豊中南警察署長 様 

 

 

豊 中 市 消 防 長    

 

 

火 災 通 知 書 （   月 中 ） 
 

 

こ の こ と に つ い て は 、 別 添 「 火 災 活 動 状 況 照 会 リ ス ト 」 の 

 

と お り で す 。 

 

 



（原要第３１号様式） 

 

 

豊 消 指 第     号  

  年  月  日  

 

 

名神高速道路消防協議会会長 

京都市消防局長 様 

 

 

豊 中 市 消 防 長    

 

 

名神高速道路火災救急月報（  月中） 
 

 

 

このことについて、当市は別添のとおりです。 

 



（原要第３２号様式）

(

(

損 害 額

死 傷 者

出場状況

出火場所

名　　称

火災種別

火元業態

鎮火日時

発 火 源

火 災 登 録 簿

火　災
発生年

平成 年
火災番号 第 号 担当者 印

年)
号

署　番　号
第

氏名

才）

出場区分

火元用途

出火日時 月 日 時 分 頃 覚知日時 月 日 時 分

月 日 時 分 覚知方法

焼損状況
火
元

類
焼

全焼 棟 半焼 棟 部分焼 棟 ぼや 棟

り　災
状　況

全　損
世帯

半　損
世帯

小　損
世帯

合　計
世帯

人 人 人 人

経　過

着 火 物 出火原因

建　物 千円 収容物
千円

車　両 千円 その他 千円

千円
合　計

区　分 職　員 団　員 市　民

死　者
48時間 人

30日 人

人 人

人 人

　
負傷者

重　症 人

中等症 人

軽　症 人

人 人

人 人

人 人

合計
台

本部 台

人 その他 人

人署 台

被害状況

台 人
団 台

人

火
　
元

所有者
住　所

所有者
氏　名




